
長野県立総合リハビリテ－ションセンターYouTube チャンネル運用方針 

 

 長野県立総合リハビリテ－ションセンター（以下「当センター」という）YouTube チャンネルの開

設に関して、次のとおり運用方針を定めます。 

 

１ 基本情報 

 （１）チャンネル名 

 長野県立総合リハビリテーションセンターYouTubeチャンネル 

 （２）URL 

     https://youtube.com/channel/UCp3Lt73rOpvsBr2Uyubh0QQ 

 

２ 目的 

動画を公開することにより、当センターの情報を広く発信します。 

 

３ 発信情報 

  当センターのイベント等の紹介、各部署が作成した動画等 

 

４ 運用管理及び動画の作成・投稿 

（１）運用管理 

当チャンネルの運用管理は、当センターホームページ管理担当部署（更生相談室）が行い、

運用管理の責任者は更生相談室長とします。 

（２）動画の作成・投稿 

動画の作成・投稿は、当センター各部課（科）室の担当職員が行います。 

 

５ 肖像権の使用等の同意 

  当センター職員以外の者が動画に出演する場合、「肖像権の使用等に関する同意書」（様式第 1）

により、肖像権の使用、個人情報の取扱い等についての同意を得ます。 

 

６ 運用時間 

  原則として、月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）の開庁時間（午前８時30分から午後５

時15分）に不定期に投稿します。 

 

７ コメントへの回答 

公開される動画へのコメントは受け付けません。 

   

８ 知的財産権 

本カウントに掲載されているすべての情報（動画、音声等）に関する知的財産権は、当センター

又は現著作者に帰属します。また、内容については、「私的利用のための複製」、「引用」など著作権

法上認められた場合を除き、無断で複製、転用することはできません。 

 

９ 免責事項 

（１）YouTube 動画および YouTube チャンネルにおける情報の正確性、完全性に細心の注意を払い

ますが、それを保証する義務を負いません。 

（２）利用者がYouTube動画およびYouTubeチャンネルを利用したこと、または利用できなくなっ

たことによって生じたいかなる損害についても、当センターは一切の責任を負いません。 

 



10 周知及び変更 

  本方針は、当センターホームページに掲載し、周知します。また、本方針は事前に予告なく変更

する場合があります。 

 

 

本運用方針は、令和２（2020）年10月５日から施行します。 

本運用方針は、令和３（2021）年２月２日改正します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式１） 

 

肖像権の使用等に関する同意書 

  

私は、長野県立総合リハビリテーションセンター（以下「センター」という）の YouTube チャン

ネル運用方針の趣旨を理解した上で、センターが私の肖像等を令和○年○月○日に

YouTube 動画「（動画のタイトル）」の作成のために撮影した動画及び画像（以下「本動画及び

本画像」という）について、下記の内容に同意します。 

 

記  

 

１ センターの YouTube 動画への出演に際して、報酬は要求しません。 

 

２ センターの YouTube 動画への出演に際して、肖像権や著作権等の一切の権利を主張しま

せん。 

 

３ センターの YouTube 動画への出演の際に知り得た演出の方法等の一切の情報を第三者

に漏洩しません。 

 

４ 使用範囲について 

（１）本動画及び本画像を YouTube 動画、放送、新聞、広報紙等のあらゆるメディアで使用

することを許可します。 

（２）本動画及び本画像の選択、変形、編集等に対して、異議申し立てを行いません。 

（３）本動画及び本画像の使用地域を制限しません。 

（４）本動画及び本画像の使用期間を制限しません。 

（５）本動画及び本画像のデータ並びにそれを出力した印刷物等の一切の提供を求めませ

ん。 

 

５ 個人情報の取扱いについて 

（１）センターが知り得た個人情報は、個人確認及び連絡等の事務管理のために使用します。 

（２）センターが知り得た個人情報を、第三者へ提供することはしません。 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

                        氏 名                        

  

 

住 所                        

 

 

 


